
用
し
て
く
だ
さ
い
。
作
成
し
た

申
告
書
の
提
出
の
み
の
場
合
は
、

税
務
課
、
各
支
所
、
出
張
所
で

も
受
け
付
け
ま
す
。

※
ｅ-

Ｔ
ａ
ｘ
入
力
端
末
は
市
の

　
申
告
会
場
に
は
本
年
度
か
ら
設

　
置
し
て
い
ま
せ
ん
。

・
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

所
得
税
・
市
県
民
税
の

申
告
を
お
願
い
し
ま
す

所得税・市県民税の申告をお願いします

開催日 地区 会場

２
月

16 日（月） 西須恵・東須恵・飯井

ゆめトピア長船
２階リフレッシュスタジオ

17 日（火） 牛文・磯上

18 日（水） 福里・土師

19 日（木） 福岡

20 日（金） 服部

23 日（月） 八日市・長船

24 日（火） 長浜

牛窓町公民館
３階大会議室

25 日（水） 鹿忍・千手

26 日（木） 牛窓

27 日（金） 牛窓

３
月

2日（月） 福谷・虫明 裳掛コミュニティセンター

3 日（火） 上笠加・下笠加・箕輪・北池

瀬戸内市役所
２階大会議室

4日（水） 大富・福山・向山・北島

5日（木） 尻海・庄田

6日（金） 東谷・豊原・大窪

9　日（月） 尾張・山手・豊安

10 日（火） 山田庄

11 日（水） 本庄・上山田・下山田

12 日（木） 豆田・福元・百田・宗三・福中

13 日（金） 地区指定なし

16 日（月） 地区指定なし

申告相談会場地区別日程表

　
市
で
は
所
得
税
と
市
県
民
税
の

申
告
相
談
会
場
を
地
域
別
に
設
け

ま
す
。

　
申
告
相
談
を
希
望
す
る
人
は
、

申
告
相
談
会
場
地
区
別
日
程
表

を
確
認
の
上
、
必
要
な
書
類
を

準
備
し
て
、
会
場
に
お
越
し
く

だ
さ
い
。

※
４
カ
所
の
申
告
会
場
が
あ
り
ま

　
す
が
、
開
い
て
い
る
会
場
は
常

　
に
１
カ
所
だ
け
で
す
。　

▽
相
談
時
間

　
午
前
９
時
～
正
午
、

　
午
後
１
～
４
時

　

会
場
は
混
雑
が
予
想
さ
れ
ま

す
の
で
、
申
告
書
は
自
分
で
作

成
し
て
提
出
す
る
「
自
書
申
告
」

を
お
勧
め
し
ま
す
。
確
定
申
告

書
を
作
成
す
る
場
合
、「
国
税
電

子
申
告
・
納
税
シ
ス
テ
ム
e-

Ｔ

ａ
ｘ
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
」
や
国
税

庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
「
確
定
申

告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」
を
活

▽ 相談日時　２月 16 日（月）～３月 16 日（月）
　午前９時～午後５時（受付は午後４時まで）

▽ 会場
　・西大寺税務署（岡山市東区西大寺中 2 ｰ 24 ｰ 13）
　・ママカリフォーラム（岡山市北区駅元町 14 ｰ 1）
※通常、土・日曜日と祝日は、申告相談を行っていませ
　んが、２月 22 日と３月１日の日曜日に限り、ママカ
　リフォーラムでは、確定申告の相談を行います。
※来場の際は、公共交通機関をご利用ください。ママカ
　リフォーラムの駐車場は有料です。
　西大寺税務署　☎０８６ - ９４２ - ３８１５

市外の申告相談会場のご案内

問

○営業、農業、不動産などの所得がある人で、昨年 1

　年間の合計所得金額が、基礎控除、配偶者控除、扶

　養控除などの所得控除の合計額を超える人

○医療費控除、寄附金控除、雑損控除、住宅借入金等

　特別控除（1年目）などを受ける人

○土地、建物などを売った人

○給与の年収が 2,000 万円を超える人、給与所得以外

　の所得が 20 万円を超える人、年末調整をされてい

　ない給与の収入金額と各種の所得金額との合計額が

　20 万円を超える人

○公的年金などに係る雑所得の金額から所得控除を差

　し引くと、残額がある人

※公的年金などの収入金額が 400 万円以下で、かつ、

　公的年金などに係る雑所得以外の各種の所得金額が

　20 万円以下である場合には、所得税及び復興特別

　所得税の確定申告は不要です。ただし、還付の申告

　をすることはできます。また、市県民税の申告が必

　要な場合があります。

※生命保険や損害保険の満期・解約保険金も一時所得

　として申告が必要な場合があります。

所得税の確定申告が必要な人

　平成 27 年 1 月 1日時点で瀬戸内市内に住所がある

人は原則として、市県民税の申告が必要です。次の要

件に該当する人は申告をしてください。ただし、所得

税の確定申告をした人は必要ありません。

○給与所得者で、年末調整をされていない給与の収入

　金額と各種の所得金額との合計額が 20 万円以下の人

※所得税の確定申告は不要ですが、市県民税では所得

　の多少にかかわらず申告しなければなりません。

○給与所得者のうち、平成 27 年２月１日までに会社

　から市へ給与支払報告書の提出がなかった人

○公的年金等の受給者で、社会保険料控除（国民健康

　保険税、介護保険料など）、生命保険料控除などの

　各種控除を受けようとする人（所得税のかからない人）

○営業、農業、不動産などの所得がある人で、昨年 1

　年間の合計所得金額が所得税の所得控除合計金額よ

　り少ない人（所得税のかからない人）

○譲渡所得がある人で、特別控除や課税の特例を受け

　ることにより所得税の確定申告の必要のない人

※市県民税の住宅借入金等特別税額控除について

　市県民税の納税通知書は 6月中旬の発送を予定し

ています。送達した後に申告書を提出しても、市県民

税の住宅借入金等特別税額控除は受けられません。

市県民税の申告が必要な人

所得税・市県民税の申告が必要な人
申告に必要なもの

○印鑑（認印）

○申告書が届いている人は、その申告書

○給与、雑所得（公的年金や個人年金など）、一時所

　得（生命保険料や損害保険の満期など）、配当所得

　などの源泉徴収票や支払調書の原本（コピー不可）

○営業、農業、不動産などの収入がある人は、収支内

　訳書（事前に記入するなどの準備をしてください。）

○国民年金保険料や国民年金基金の掛け金の控除証明

　書など納付額が分かるもの（日本年金機構から事前

　に届く「国民年金保険料控除証明書」など）

○生命保険料、地震保険料の支払保険料の証明書

　申告に必要なもの（※所得の種類や受ける控除により異なります）
○医療費控除を受ける人は、医療費の領収書、保険など

　で補てんされた金額の明細書、おむつ使用証明書など

　（医療費や補てん額については、必ず事前に計算してください）

○寄附金控除を受ける人は、寄附金の受領証など

○初めて「住宅借入金等特別控除」を受ける人は、登記

　簿謄本、契約書の写し、住民票の写し、増改築等工事

　証明書、借入金の年末残高証明書の添付資料など

○税の還付を受ける人は、本人の預金口座の分かるもの

○身体障害者手帳や療育手帳など

○国民健康保険税、任意継続健康保険料、介護保険料な

　どの控除証明書等納付額が分かるもの

　

http://w
w

w
.nta.go.jp/

 

・
国
税
電
子
申
告
・
納
税
シ
ス
テ     

　

ム
e-

Ｔ
ａ
ｘ
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　

http://w
w

w
.e-tax.nta.go.jp/

※
青
色
申
告
、
消
費
税
及
び
地
方

　
消
費
税
の
申
告
、
住
宅
借
入
金

　
等
特
別
控
除
、
株
式
・
土
地
等

　
の
譲
渡
所
得
、
本
人
死
亡
の
場

　
合
の
確
定
申
告
の
相
談
に
つ
い

　
て
は
、
西
大
寺
税
務
署
ま
た
は

　
マ
マ
カ
リ
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
会
場

　
で
申
告
を
し
て
く
だ
さ
い
。
市

　
の
会
場
で
は
相
談
を
受
け
て
い

　

ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ

　
さ
い
。

　

税
務
課

☎
０
８
６
９-

２
２-

１
１
１
４

２
月
16
日
（
月
）

～
３
月
16
日
（
月
）

　「必要な人」に該当していない場合も申告が必要な場合があります。医療
費控除、生命保険料控除、地震保険控除などの所得控除は、申告をしないと
控除が受けられません。また、申告をしないと所得・課税証明書が発行でき
ないことがあります。
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